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大町市告示第６３号 

 

 

   大町市林業事業体支援事業補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、林業従事者の労働災害の抑制及び専門知識等の習得の促進を図

るため、林業の労働安全に資する安全装備品等の購入に要する経費及び林業に関す

る技能講習等の受講等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付すること

について、市費補助金交付規則（平成８年規則第１６号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、大町市内に事業所を有し、林業を営む個人

又は法人であって、次の各号に掲げるものとする。 

（１）森林経営管理制度に基づく「意欲と能力のある林業経営者」及び「意欲と能力

のある林業経営者へと育成を図る林業経営体」に登録されているもの 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 

２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）について、国、県、

財団法人等の制度又は市の他の制度に基づく補助金等の交付を受けている者は、前

項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象としない。 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助事業、対象経費及び補助率等は、次の表に掲げるとおりとする。 

補助事業 対象経費 補助率等 

安全装備器具

購入事業 

林業の労働安全に資する安全装備品

及び安全機械器具の購入に係る経費 

対象経費の２分の１以内

（１，０００円未満の端

数があるときは、これを

切り捨てた額） 

技能講習等受

講支援事業 

林業に関する技能講習会、安全衛生

教育講習会等の受講及び当該講習会

等の資料の購入に係る経費 

２ 同一の事業者に対する補助金の交付は、１年度当たり２０万円を限度とする。 

３ 補助金の交付の対象とする安全装備品、安全機械器具、技能講習会、安全衛生教

育講習会等の内容については、市長が別に定める。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、大町市林業事業

体支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

（１）大町市林業事業体支援事業補助金実施計画書（様式第２号） 

（２）２者以上から徴した見積書（安全装備器具購入事業の場合に限る。） 

（３）講習会等に係る開催要領等の写し（技能講習等受講支援事業の場合に限る。） 
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（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と

認めるときは、大町市林業事業体支援事業補助金交付決定書（様式第３号）により

申請をした者に通知するものとする。 

 （事業の内容の変更等） 

第６条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業

の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに大町市林業事業体支援事

業補助金変更（中止）承認申請書（様式第４号）に変更等に係る書類を添えて市長

に提出し、承認を得なければならない。 

２ 市長は、前項の承認をしたときは、大町市林業事業体支援事業補助金変更（中止）

承認決定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （実績の報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに大町市林業事業体支援

事業補助金実績報告書（様式第６号）に、次の表の左欄に掲げる補助事業に応じ同

表右欄に掲げる書類を添えて当該年度の２月末までに市長に提出しなければなら

ない。 

補助事業 添付書類 

安全装備器

具購入事業 

（１）大町市林業事業体支援事業補助金実績報告内訳書（様式第

７号） 

（２）契約書又は納品書の写し 

（３）請求書又は領収書の写し 

（４）その他市長が必要と認める書類 

技能講習等

受講支援事

業 

（１）大町市林業事業体支援事業補助金実績報告内訳書（様式第

７号） 

（２）免許書又は修了証の写し 

（３）受講料、受験料等の領収書の写し 

（４）その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金

の交付が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大町市林業事業体

支援事業補助金確定通知書（様式第８号）により補助事業者へ通知するものとする。 

 （補助金の交付の請求） 

第９条 前条の通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、大町市林業

事業体支援事業補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

 （管理台帳） 

第１０条 安全装備器具購入事業を実施した補助事業者は、購入した安全装備品又は

安全機械器具の単品に係る購入経費が５万円を超える場合は、管理台帳を作成し、

その写しを市長に提出しなければならない。 
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 （関係書類の保存） 

第１１条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業の関係書類について、当該

補助事業が完了した日から起算して５年を経過する日まで保管しなければならな

い。 

 （委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 


